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(57)【要約】
【課題】センサ装置に発生した異常について異常要因の
特定を容易にできるようにする。
【解決手段】所定の検出動作を行う投光器１および受光
器２と、投受光器１，２の作動状態や投受光器２が有す
る機能の設定状態を表示させる複数の表示灯３Ａ～３Ｈ
とを備えている多光軸光電センサにおいて、想定される
複数の異常要因について異常発生の有無を監視して診断
する診断回路と、診断回路により異常ありと診断された
異常要因に対応付けたいずれかの表示灯を本来の表示動
作と異なる態様で表示動作させる制御回路とを有してい
る。さらに、診断回路により異常ありと診断されたとき
、異常の発生を報知する異常表示灯４Ａ，４Ｂをさらに
備えている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の検出動作を行う検出部と、検出部の作動状態や検出部が有する機能の設定状態を
表示する複数の表示灯とを備えたセンサ装置において、
　複数の異常要因について異常発生の有無を監視し、異常が発生しかつその異常が前記検
出部の作動または機能に影響するとき、その作動状態または機能の設定状態を表示させる
表示灯を選択して本来の表示動作と異なる態様で表示動作させることにより異常要因を報
知することを特徴とするセンサ装置における異常報知方法。
【請求項２】
　所定の検出動作を行う検出部と、検出部の作動状態や検出部が有する機能の設定状態を
表示させる複数の表示灯とを備えたセンサ装置において、
　複数の異常要因について異常発生の有無を監視して診断する診断手段と、診断手段によ
り異常ありと診断された異常要因に対応付けたいずれかの表示灯を本来の表示動作と異な
る態様で表示動作させる制御手段とを備えて成るセンサ装置における異常報知装置。
【請求項３】
　請求項２に記載されたセンサ装置における異常報知装置であって、診断手段により異常
ありと診断されたとき、異常の発生を報知する異常表示灯をさらに備えているセンサ装置
における異常報知装置。
【請求項４】
　請求項２または３に記載されたセンサ装置における異常報知装置であって、前記異常要
因のうち特定の異常要因について診断手段により異常ありと診断されたとき、制御手段は
、全ての表示灯を本来の表示動作と異なる態様で表示動作させるセンサ装置における異常
報知装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、所定の検出動作を行う検出部と検出部の作動状態や検出部が有する機能の
設定状態を表示させる複数の表示灯とを備えたセンサ装置において、異常が発生したとき
、その異常要因を外部に報知するための異常報知方法および異常報知装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　工場では、プレス機械などの工作機械により作業を行う際に、その作業領域に人体など
の物体が進入した状態下で機械が動作しないように、作業領域内の物体の進入を検出する
センサ装置が設置されている。センサ装置が作業領域内に物体が進入したことを検出する
と、外部の機械に対して異常を知らせる検出信号を出力するなどして機械を緊急停止させ
ることで、事故の発生を未然に防止している。この種のセンサ装置としては、一般的に多
光軸光電センサが多用されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
【特許文献１】特許第３７２４３９７号公報
【０００４】
　多光軸光電センサは、複数個の投光素子を有する投光器と投光素子と同数個の受光素子
を有する受光器とで構成され、投光器と受光器とは、対をなす投光素子と受光素子とが一
対一に向き合うようにして、適当な距離を隔てて配置される。各投光素子と各受光素子と
を結ぶ光軸は互いに平行し、投光器と受光器の間に物体の有無を検出するための２次元の
物体検出エリアが形成されている。投光器と受光器とは通信線を介して接続され、投光器
の各投光素子を順次発光させるとともに、各投光素子に対応する受光器の各受光素子が受
光動作を行うことにより、光軸毎の遮光状態を順に検出する。光軸の間隔を密にすること
により、作業者の指のような小さな物体まで高精度で検出することができる。
【０００５】
　ところで、多光軸光電センサには一般的に、投光器や受光器に、センサの作動状態やセ
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ンサが有する各種機能の設定状態を表示するための表示灯が設けられており、各表示灯の
点灯または消灯により、センサの状態を作業者が把握できるようになっている。また、投
光器や受光器は、投光器および受光器の内部に異常が発生した場合や投受光器間の通信に
異常が発生した場合などにはその異常を検出する異常検出機能を有しており、その異常内
容は使用者に報知されるようになっている。
【０００６】
　従来の多光軸光電センサでは、投光器や受光器に、上記した表示灯とは別に複数個の異
常報知用のエラー表示灯を設け、発生した異常の内容に応じて複数のエラー表示灯による
点灯または点滅表示の組み合わせを変化させることによって、異常内容を報知している。
また、７セグメントから成る数値表示器を設け、表示する数値によって異常内容を報知す
るようにしたもの、さらには、ＬＣＤなどより成る文字表示器を設け、文字表記によって
異常内容を報知するようにしたものもある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記した複数個のエラー表示灯の表示パターンにより異常内容を報知する方式では、異
常内容を即座に認識するには、使用者は全ての表示パターンを記憶する必要がある。しか
し、多種類の異常内容が設定されると、使用者が全表示パターンを記憶するのは容易では
ない。マニュアルを見て表示パターンを照合しながら異常内容を特定することも可能であ
るが、異常内容を特定するのに時間と手間を要するという問題がある。
　また、上記したような数値表示器や文字表示器により異常内容を報知する方式では、異
常内容の特定を容易に行うことができるが、その取付スペースを確保する必要があるため
、投光器や受光器の大型化を招くという問題がある。
【０００８】
　この発明は、上記した問題に着目してなされたものであり、発生した異常についてその
異常要因の特定を容易に行うことのできるセンサ装置における異常報知方法および異常報
知装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明による異常報知方法は、所定の検出動作を行う検出部と、検出部の作動状態や
検出部が有する機能の設定状態を表示する複数の表示灯とを備えたセンサ装置において、
複数の異常要因について異常発生の有無を監視し、異常が発生しかつその異常が前記検出
部の作動または機能に影響するとき、その作動状態または機能の設定状態を表示させる表
示灯を選択して本来の表示動作と異なる態様で表示動作させることにより異常要因を報知
することを特徴とするものである。
【００１０】
　上記した構成のセンサ装置に所定の異常要因についての異常が発生すると、その異常が
検出部の動作または機能に影響するとき、その作動状態または機能の設定状態を表示する
表示灯が本来の表示動作とは異なる態様で表示動作するので、使用者は、各表示灯による
表示動作を確認し、どの表示灯が通常時とは異なる表示動作を行っているかを把握するだ
けで、センサ装置にどのような異常が発生しているのかを容易に特定することができ、異
常要因を特定するのに多大な労力や時間を費やすことがない。
【００１１】
　この発明の上記した構成において、この発明が適用される「センサ装置」としては、例
えば多光軸光電センサが挙げられるが、これに限らず、検出部の作動状態や検出部が有す
る機能の設定状態を表示させる表示灯が設けられたセンサ装置であれば、物体検知センサ
を始めとして様々なセンサに適用可能である。
【００１２】
　「表示灯」は、例えば発光ダイオード（ＬＥＤ）などによって構成される。また、「本
来の表示動作と異なる態様表示動作」とは、少なくとも使用者が見て、異常発生時に行わ
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れる表示動作が通常時に行われる表示動作と区別することができる態様の表示動作を意味
する。例えば、本来、表示灯を点灯動作させることにより、検出部の作動状態や検出部が
有する機能の設定状態を使用者に報知しているのであれば、表示灯を点滅動作などさせる
ことにより、異常の発生を使用者に報知するようにする。
　また各表示灯を、少なくとも２種類の色彩によって表示可能に構成し、本来の表示動作
と異常が発生したときの表示動作とで異なる色彩（例えば、緑色と赤色）によって表示す
るように構成することにより、異常の発生を使用者に報知することも可能である。
【００１３】
　この発明による異常報知装置は、所定の検出動作を行う検出部と、検出部の作動状態や
検出部が有する機能の設定状態を表示させる複数の表示灯とを備えたセンサ装置において
、複数の異常要因について異常発生の有無を監視して診断する診断手段と、診断手段によ
り異常ありと診断された異常要因に対応付けたいずれかの表示灯を本来の表示動作と異な
る態様で表示動作させる制御手段とを備えたものである。
【００１４】
　上記した構成の異常報知装置によれば、診断手段によりセンサ装置に所定の異常要因に
ついて異常が発生したと判断されたとき、制御手段によりその異常要因に対応付けられた
所定の表示灯が点滅するなど、本来の表示動作とは異なる態様で表示動作するので、使用
者は、各表示灯による表示動作をチェックするだけで、センサ装置に発生した異常の原因
を容易に特定することができる。
【００１５】
　この発明の好ましい実施態様の異常報知装置は、診断手段により異常ありと診断された
とき、異常の発生を報知する異常表示灯をさらに備えている。上記した「異常表示灯」は
、例えば発光ダイオード（ＬＥＤ）などによって構成される。この実施態様によれば、異
常表示灯による表示動作によって異常の発生を報知し、各表示灯による表示動作により異
常要因を報知するもので、表示灯と異常表示灯との組み合わせにより、異常の発生をより
確実に使用者に報知することができる。
【００１６】
　この発明のさらに好ましい実施態様においては、前記異常要因のうち特定の異常要因に
ついて診断手段により異常ありと診断されたとき、制御手段は、全ての表示灯を本来の表
示動作と異なる態様で表示動作させるものである。この実施態様によると、例えば、現場
の使用者では復旧不可能な異常要因の異常が発生したときなどに、全ての表示灯を本来の
表示動作とは異なる態様で表示動作させることができ、重大でかつ緊急性を要する故障が
確実に使用者に報知される。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明によれば、センサ装置に異常が発生しかつその異常が検出部の作動または機能
に影響を及ぼす際には、その作動状態または機能の設定状態を表示するための表示灯が本
来の表示動作と異なる態様で表示動作するので、使用者は、表示灯による表示動作を見る
だけで、発生した異常の原因を容易に特定することができる。また、これは、使用者が異
常要因の特定のために機械の作業領域内に滞在する時間を大幅に短縮することができ、メ
ンテナンス時の使用者の安全性を向上できる。
【００１８】
　さらに、発生した異常の報知を、センサ装置に予め備えられている表示灯を用いて行っ
ているので、別途、異常表示専用の表示灯を設ける必要がなく、センサ装置の大型化やコ
ストアップを招くことがない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１は、この発明が適用された多光軸光電センサの外観を示している。図示例の多光軸
光電センサは、投光器１と受光器２とが通信線５（図３に示す）により接続されて構成さ
れる。投光器１および受光器２には、図示しないコントローラやパーソナルコンピュータ
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などが接続され、多光軸光電センサに種々の機能（ブランキング機能やミューティング機
能など）を設定する処理が実行される。
【００２０】
　投光器１および受光器２は、いずれも長手形状の筐体１０，２０の内部に複数個の投光
素子１１や複数個の受光素子２１が長さ方向へ所定のピッチで一列に配置されたものであ
る。各投光素子１１には発光ダイオード（ＬＥＤ）が、各受光素子２１にはフォトダイオ
ード（ＰＤ）が、それぞれ用いられる。
【００２１】
　投光器１の筐体１０の投光面（以下、「前面」という。）側には各投光素子１１からの
光を集めて受光器２に向けて投射するための複数個の投光レンズ（図示せず）が、受光器
２の筐体２０の受光面（以下、「前面」という。）側には各投光素子１１からの光を取り
込んで受光素子２１に受光させるための複数個の受光レンズ（図示せず）が、それぞれ配
備されている。投光器１と受光器２とは、対をなす投光レンズと受光レンズとが一対一に
向き合うように設置されることにより、各投光素子１１と各受光素子２１との光軸Ｌが合
わせられる。投光器１と受光器２との間には、物体の有無を検出するための２次元の物体
検出エリアＳが形成される。
【００２２】
　この物体検出エリアＳは、例えば産業用ロボットのロボットアームが作業する領域や、
プレス機械において型が往復動する領域に設定される。受光器２は、光軸Ｌ毎の遮光状態
により、物体検出エリアＳへの物体（作業者の身体など）の進入を検出しており、物体の
進入を検出すると、機械側の駆動系へ異常検出信号を出力する。機械側の駆動系にはこの
異常検出信号を受けることによって開放されるリレー接点が組み込まれている。このリレ
ー接点の働きにより、機械側では機械の駆動を緊急停止させるなどの処理が行われる。
【００２３】
　各筐体１０，２０の後面には、図１および図２に示すように、それぞれ４個の表示灯３
Ａ～３Ｄ，３Ｅ～３Ｈと１個の異常表示灯４Ａ，４Ｂとが設けられている。各表示灯３Ａ
～３Ｈは発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いて構成されており、多光軸光電センサの作動状
態や多光軸光電センサが有する種々の機能の設定状態を、対応する表示灯３Ａ～３Ｈが点
灯または消灯することにより使用者に報知される。さらに、詳細は後述するが、多光軸光
電センサに所定の異常が発生した際には、その異常要因に対応付けたいずれかの表示灯３
Ａ～３Ｈが上記した本来の表示動作（点灯または消灯動作）とは異なる態様で表示動作す
ることにより、発生した異常の要因が使用者に報知されるようになっている。
　この実施例では、表示灯３Ａ～３Ｄは投光器１に、表示灯３Ｅ～３Ｈは受光器２に、そ
れぞれ各筐体１０，２０の長手方向に沿って一列に配備されている。
【００２４】
　異常表示灯４Ａ，４Ｂは、多光軸光電センサに何らかの異常が発生した場合に点灯する
ことにより、表示灯３Ａ～３Ｈとは別に使用者に異常の発生を報知するためのもので、発
光ダイオード（ＬＥＤ）を用いて構成されている。
【００２５】
　図３は、投光器１および受光器２の構成を示している。投光器１には、各投光素子１１
、表示灯３Ａ～３Ｄ、および異常表示灯４Ａのほか、各投光素子１１を個別に駆動するた
めの複数個の駆動回路１２、光軸順次選択回路１３、制御回路１４、受光器２と通信する
ための通信回路１５、各表示灯３Ａ～３Ｄ，４Ａを駆動する表示灯駆動回路１６、電源回
路１７、診断回路３０などが組み込まれている。受光器２には、各投光素子１１と対をな
す各受光素子２１、表示灯３Ｅ～３Ｈ、および異常表示灯４Ｂのほか、受光素子２１毎の
増幅器１８、アナログスイッチ１９、光軸順次選択回路２３、制御回路２４、投光器１と
通信するための通信回路２５、増幅回路２２、サンプルホールド回路２８、Ａ／Ｄ変換回
路２９、各表示灯３Ｅ～３Ｈ，４Ｂを駆動する表示灯駆動回路２６、電源回路２７、診断
回路３１、出力回路３２などが組み込まれている。
【００２６】
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　各制御回路１４，２４は、ＣＰＵやメモリを具備するマイクロコンピュータなどにより
構成される。各通信回路１５，２５は、通信線５を介して、投光器１と受光器２との間に
おける信号やデータのやりとりを制御する。各電源回路１７，２７は、共通の外部電源６
（直流電源）から電源の提供を受け、それぞれ投光器１または受光器２内の各部に電源を
供給する。投光器１および受光器２の各診断回路３０，３１は、多光軸光電センサに想定
される複数の異常要因について異常発生の有無を監視して診断する。
【００２７】
　投光器１の制御回路１４は、所定の時間間隔毎に、各投光素子１１を発光させる駆動信
号（以下、「発光指示信号」という。）を出力する。光軸順次選択回路１３は、各投光素
子１１の駆動回路１２を順に制御回路１４に接続するためのゲート回路である。この光軸
順次選択回路１３における切り替え処理により、制御回路１４からの発光指示信号が各駆
動回路１２に順に与えられ、各投光素子１１が順に発光する。制御回路１４は、発光指示
信号を通信回路１５より受光器２にも出力する。
【００２８】
　受光器２の制御回路２４は、通信回路２５によって投光器１から発光指示信号を受け取
り、この発光指示信号に同期する信号を光軸順次選択回路２３およびサンプルホールド回
路２８に出力する。光軸順次選択回路２３は、投光器１の光軸順次選択回路１３と同様の
ゲート回路であって、制御回路２４からの同期信号を各アナログスイッチ１９に順に与え
てオン動作させることにより、発光した投光素子１１に対応する受光素子２１から受光し
た光量に応じた電気信号を増幅器１８を介して順次取り込む処理を行う。取り込まれた電
気信号は、増幅回路２２により増幅された後、サンプルホールド回路２８においてサンプ
ルホールドされる。さらに、サンプルホールドされた電気信号はＡ／Ｄ変換回路２９によ
りディジタル変換され、制御回路２４に入力される。制御回路２４は、入力された各電気
信号の信号レベルを、あらかじめ設定された所定のしきい値と比較するなどして、各光軸
Ｌが遮光状態であるか否かを判別する。
【００２９】
　全ての電気信号の信号レベルがしきい値を上回ると、いずれの光軸も遮光されていない
安全な状態であると判別し、駆動許可信号を出力回路３２を介して外部の機械に出力する
。以下、これを「センサの安全制御出力をＯＮにする」という。
　一方、いずれかの電気信号の信号レベルがしきい値を下回っていると、物体検出エリア
Ｓに物体があると判別して物体検出信号を生成し、これを外部の機械に出力することで機
械の駆動を強制的に止める。以下、これを「センサの安全制御出力をＯＦＦにする」とい
う。
【００３０】
　各制御回路１４，２４は、多光軸光電センサの作動状態や多光軸光電センサに設定され
た機能に応じて各表示灯３Ａ～３Ｈを表示動作させる制御を行う。
　投光器１の表示灯３Ａ～３Ｄのうち、表示灯３Ａは、電源表示灯（図２に「ＰＯＷＥＲ
」と表記）であり、多光軸光電センサに電源が投入されると、投光器１の制御回路１４は
表示灯３Ａを点灯させる。
【００３１】
　表示灯３Ｂは、インターロック表示灯（図２に「ＩＮＴＬＫ」と表記）であり、多光軸
光電センサの作動状態がインターロック状態になると、投光器１の制御回路１４は表示灯
３Ｂを点灯させる。なお、インターロックとは、多光軸光電センサのいずれかの光軸が遮
光状態となって安全制御出力をＯＦＦにした後、遮光状態が解消されるまでこのＯＦＦ状
態を保持する機能をいう。
　インターロック状態を解除する方法には、遮光状態が解消されると自動的に安全制御出
力がＯＮになる「オートリセットモード」と、遮光状態が解消された時点で所定の解除操
作が行われると安全制御出力がＯＮになる「マニュアルリセットモード」の２種類の方法
があり、図示しないインターロックのモード選択のための入力線を適宜配線することで、
使用者はいずれかのモードを選択できる。



(7) JP 2010-133765 A 2010.6.17

10

20

30

40

50

【００３２】
　表示灯３Ｃは、ブランキング表示灯（図２に「ＢＬＡＮＫＩＮＧ」と表記）であり、使
用者により多光軸光電センサにブランキング機能が設定されると、投光器１の制御回路１
４は表示灯３Ｃを点灯させる。なお、ブランキング機能とは、ある特定の光軸を常時無効
化して有効な光軸のみで物体の検出を行うようにするものであり、物体検出エリアＳ内に
障害物が常時とどまり特定の光軸Ｌを遮光している場合（例えば、物体検出エリアＳの一
部に機械が存在する場合）に有効な機能である。
【００３３】
　表示灯３Ｄは、外部テスト表示灯（図２に「ＴＥＳＴ」と表記）であり、使用者により
外部テスト機能が設定されると、投光器１の制御回路１４は表示灯３Ｄを点灯させる。な
お、外部テスト機能とは、電源ＯＮ時に、外部から信号により各投光素子１１の発光を停
止させたときに、安全制御出力が正しくＯＦＦになるかどうかなど、多光軸光電センサの
動作を確認するための機能である。
【００３４】
　次に、受光器２の表示灯３Ｅ～３Ｈのうち、表示灯３Ｅは、安全制御出力表示灯（図２
に「ＯＮ／ＯＦＦ」と表記）である。この表示灯３Ｅは、例えば、赤色または緑色に発光
する２色発光ダイオード（ＬＥＤ）より成り、受光器２の制御回路２４は、センサの安全
制御出力がＯＮ状態であれば表示灯３Ｅを緑色に、センサの安全制御出力がＯＦＦ状態で
あれば表示灯３Ｅを赤色に、それぞれ点灯させる。
【００３５】
　表示灯３Ｆは、外部リレーモニタ表示灯（図２に「ＥＤＭ」と表記）であり、上記した
プレス機械などの外部機械の駆動系を制御するリレーの動作状態が良好であれば、受光器
２の制御回路２４は表示灯３Ｆを点灯させる。
【００３６】
　表示灯３Ｇは、通信レベル表示灯（図２に「ＣＯＭ」と表記）であり、投光器１と受光
器２との間のデータや信号の通信状態が正常であれば、受光器２の制御回路２４は表示灯
３Ｇを点灯させる。
【００３７】
　表示灯３Ｈは、センサ構成表示灯（図２に「ＣＦＧ」と表記）であり、多光軸光電セン
サを構成する投光器１と受光器２とが同形式（長さ、出力タイプ、光軸ピッチなど）のも
のであるとか、投光器１と受光器２との間の通信線５が正しく配線されているとか、多光
軸光電センサが正しく構築されていれば、受光器２の制御回路２４は表示灯３Ｈを点灯さ
せる。
【００３８】
　この実施例の多光軸光電センサでは、動作中に、投光器１および受光器２の各診断回路
３０，３１が、周期的に、以下の（１）～（７）に示す複数の異常要因について異常発生
の有無を監視している。なお、この実施例では、投光器１および受光器２に診断回路３０
，３１が組み込まれているが、投光器１または受光器２の一方にだけ診断回路を組み込ん
でもよい。
【００３９】
（１）電源異常
　投光器１および受光器２の各診断回路３０，３１は外部電源６から各電源回路１７，２
７に供給される電源電圧を監視し、電源電圧が定格から外れている異常なものとなってい
る場合には、異常ありと判別し、電源異常を制御回路１４，２４へ送信する。受光器２の
制御回路２４は診断回路３１による診断結果に基づく制御信号を投光器１に送信する。電
源異常があると、図４に示すように、投光器１の制御回路１４は表示灯３Ａを点滅させる
ことにより、電源異常がある旨を報知する。その際、各制御回路１４，２４は異常表示灯
４Ａ，４Ｂをそれぞれ点灯させるとともに、受光器２の制御回路２４は安全制御出力表示
灯３Ｅを赤色に点灯をさせる。
【００４０】
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（２）インターロック配線異常
　投光器１および受光器２の各診断回路３０，３１はインターロックのモード選択のため
の入力線の配線状態を監視しており、上記入力線が断線またはショートしてたり、正しく
配線されていない場合には、異常ありと判別し、インターロック配線異常を制御回路１４
，２４に送信する。受光器２の制御回路２４は診断回路３１による診断結果に基づく制御
信号を投光器１に送信する。インターロック配線異常があると、投光器１の制御回路１４
は表示灯３Ｂを点滅させることにより、インターロック配線に異常がある旨を報知する。
その際、各制御回路１４，２４は異常表示灯４Ａ，４Ｂをそれぞれ点灯させるとともに、
受光器２の制御回路２４は安全制御出力表示灯３Ｅを赤色に点灯をさせる。
【００４１】
（３）ブランキング異常
　診断回路３１は、ブランキング機能が設定された場合に、無効化された光軸の各受光素
子２１について入光状態を監視し、物体検出エリアＳ内に存在している機械などが位置ず
れしていて受光素子２１に投光素子１１からの光が入光している場合には、異常ありと判
別し、ブランキング機能の設定異常を制御回路２４に送信する。受光器２の制御回路２４
は診断回路３１による診断結果に基づく制御信号を投光器１に送信する。投光器１の制御
回路１４は表示灯３Ｃを点滅させることにより、ブランキング機能の設定に異常がある旨
を報知する。その際、各制御回路１４，２４は異常表示灯４Ａ，４Ｂをそれぞれ点灯させ
るとともに、受光器２の制御回路２４は安全制御出力表示灯３Ｅを赤色に点灯をさせる。
【００４２】
（４）安全制御出力異常
　診断回路３１は、出力回路３２から外部の機械へ出力される制御出力信号を監視してお
り、制御出力信号を制御回路２４にフィードバックして確認することにより正常な信号と
異なる信号を出力回路３２が出力しているかどうかを診断する。もし、異常ありと判断さ
れると、出力回路３２の異常が診断回路３１より制御回路２４へ送信される。制御回路２
４は診断回路３１による診断結果に基づき表示灯３Ｅを点滅させることにより、出力回路
３２に異常がある旨を報知する。その際、各制御回路１４，２４は異常表示灯４Ａ，４Ｂ
をそれぞれ点灯させる。
【００４３】
（５）外部リレーモニタ異常
　診断回路３１は、多光軸光電センサと外部の機械の駆動系との間に介在させるリレーの
動作状態を監視する。もし、リレーに動作不良が生じている場合には、異常ありと判別し
、外部リレーの異常を制御回路２４に送信する。制御回路２４は診断回路３１による診断
結果に基づき表示灯３Ｆを点滅させることにより、外部の機械のリレーに異常がある旨を
報知する。このリレーの動作状態は、例えば、受光器２に接続される図示しない入力線を
通じてリレーからの入力信号をチェックすることによって検出することができる。その際
、各制御回路１４，２４は異常表示灯４Ａ，４Ｂをそれぞれ点灯させるとともに、受光器
２の制御回路２４は安全制御出力表示灯３Ｅを赤色に点灯をさせる。
【００４４】
（６）通信異常
　投光器１および受光器２の各診断回路３０，３１は、投光器１と受光器２との間の信号
やデータの通信状態を監視する。もし、ノイズなどによる通信異常により、信号が伝達さ
れなかったり、信号の内容に異常がある場合には、異常ありと判別し、通信異常を制御回
路１４，２４へ送信する。投光器１の制御回路１４は診断回路３０による診断結果に基づ
く制御信号を受光器２に送信する。通信異常があると、受光器２の制御回路２４は表示灯
３Ｇを点滅させることにより、通信異常が生じている旨を報知する。その際、各制御回路
１４，２４は異常表示灯４Ａ，４Ｂをそれぞれ点灯させるとともに、受光器２の制御回路
２４は安全制御出力表示灯３Ｅを赤色に点灯をさせる。
【００４５】
（７）センサ構成異常
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　投光器１および受光器２の各診断回路３０，３１は、例えば、通信によりそれぞれ投光
器１または受光器２の型式を取り込んで互いの形式をチェックしたり、投光器１と受光器
２との間の通信線５の配線状態を監視する。もし、形式の不一致や通信線５の配線ミスや
断線などにより、多光軸光電センサが正しく構築されていない場合には、異常ありと判別
し、センサ構成の異常を制御回路１４，２４に送信する。投光器１の制御回路１４は診断
回路３０による診断結果に基づく制御信号を受光器２に送信する。センサ構成の異常があ
ると、受光器２の制御回路２４は表示灯３Ｈを点滅させることにより、センサの構築に異
常がある旨を報知する。その際、各制御回路１４，２４は異常表示灯４Ａ，４Ｂをそれぞ
れ点灯させるとともに、受光器２の制御回路２４は安全制御出力表示灯３Ｅを赤色に点灯
をさせる。
【００４６】
　以上のように、投光器１および受光器２の各診断回路３０，３１は、上記した多光軸光
電センサの作動や機能に支障をきたす種々の異常要因について異常が発生していないか否
かを判別し、診断回路３０，３１により異常が発生していると診断されると、各制御回路
１４，２４は、その作動状態または機能の設定状態を表示する表示灯３Ａ～３Ｈを選択し
て本来の表示動作とは異なる態様で表示動作させる。その際、発生した異常の種類にかか
わらず異常表示灯４Ａ，４Ｂも点灯させる。これにより、使用者は、多光軸光電センサに
何らかの異常が発生していることに加えて、どのような異常が発生しているのかを、表示
灯の表示を見るだけで簡単に確認することができる。
【００４７】
　診断回路３０，３１により、複数の異常要因についてその異常の発生が検出された場合
には、図５に示すように、各制御回路１４，２４は該当する異常要因に対応付けられた表
示灯をそれぞれ点滅させる。図示例は、電源異常と通信異常が併発した場合の表示状態を
示している。
【００４８】
　この実施例の診断回路３０，３１は、上記した異常要因に加えて、例えば駆動回路１２
や光軸順次選択回路１３，２３などの内部回路の故障や内部ＣＰＵやメモリの故障など、
現場の使用者では復旧するのに多大な時間や手間がかかる異常要因についても、その異常
発生の有無を監視している。その種の異常を検出した場合には、図６に示すように、投光
器１および受光器２の各制御回路１４，２４は全ての表示灯３Ａ～３Ｈを点滅させるとと
もに、異常表示灯４Ａ，４Ｂを点灯させることで、使用者にその旨を報知する。
【００４９】
　多光軸光電センサに上記した異常が発生した場合にも、安全制御出力をＯＦＦにする、
すなわち、物体検出信号を出力回路３２を介して外部の機械に出力することにより機械を
緊急停止させる。
【００５０】
　図７は、この発明の多光軸光電センサの動作の流れを概略的に示したものである。
　まず、多光軸光電センサに電源が投入されると、起動処理が実行され（ＳＴ１）、次の
ＳＴ２において、多光軸光電センサに想定される所定の異常要因について異常発生の有無
を投光器１および受光器２の各制御回路１４，２４や各診断回路３０，３１により診断す
る診断処理が実行される。
【００５１】
　診断処理の結果、異常が認められると、ＳＴ３の判定が「ＹＥＳ」であり、多光軸光電
センサはロックアウト状態となり、安全制御出力をＯＦＦにしてその状態を保持する（Ｓ
Ｔ４）。同時に、各異常表示灯４Ａ，４Ｂを点灯させるとともに、発生した異常の異常要
因に対応付けた表示灯を点滅させ、これにより異常の発生と異常要因を使用者に知らせる
（ＳＴ５）。その後、異常が解消されて電源が再投入されるなどのリセット処理がなされ
るまでその状態が維持される。
【００５２】
　診断処理の結果、異常が認められなかった場合は、ＳＴ３の判定が「ＮＯ」であり、多
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させ、表示灯３Ｅを緑色に点灯させるなどして、各表示灯の表示処理が実行される。次に
、ＳＴ７へ進んで投受光処理が実行され、診断処理が周期的に実行される（ＳＴ８）。作
動中の診断処理において異常が認められなければ、ＳＴ９の判定は「ＮＯ」であり、ＳＴ
７に戻って投受光処理が継続して実行される。作動中の診断処理において異常が認められ
ると、ＳＴ９の判定は「ＹＥＳ」となってＳＴ４へ進み、多光軸光電センサはロックアウ
ト状態となり、安全制御出力をＯＦＦにしてその状態を保持する。これと同時に、各異常
表示灯４Ａ，４Ｂを点灯させるとともに、発生した異常の異常要因に対応付けた表示灯を
点滅させ、これにより異常の発生と異常要因を使用者に知らせる（ＳＴ５）。
【００５３】
　なお、上記した実施例では、異常報知時に各表示灯３Ａ～３Ｈを点滅動作させているが
、これに限らず、各表示灯３Ａ～３Ｈをそれぞれ通常時とは異なる色彩で点灯させてもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】この発明が適用された多光軸光電センサの設置例を示す斜視図である。
【図２】表示灯を示す正面図である。
【図３】多光軸光電センサの構成を示すブロック図である。
【図４】表示灯の表示例を示す説明図である。
【図５】表示灯の表示例を示す説明図である。
【図６】表示灯の表示例を示す説明図である。
【図７】表示灯の表示制御手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５５】
　１　　投光器
　２　　受光器
　３Ａ～３Ｈ　表示灯
　４Ａ，４Ｂ　異常表示灯
　５　　通信線
　１１　投光素子
　１３，２３　光軸順次選択回路
　１４，２４　制御回路
　１５，２５　通信回路
　１６，２６　表示灯駆動回路
　２１　受光素子
　３０，３１　診断回路
　３２　出力回路
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【図３】 【図４】

【図５】
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【図６】 【図７】
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